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告 示

高知県告示第281号

安芸市古井の一部地区、南国市十市の一部地区、土佐市宇佐町

宇佐の一部地区、安芸郡安田町安田の一部地区、安芸郡馬路村馬

路の一部地区、吾川郡いの町中追、小川樅ノ木山、清水上分、清

水下分及び越裏門の各一部地区、高岡郡中土佐町久礼の一部地区

並びに高岡郡越知町鎌井田清助、横畠北及び南ノ川の一部地区に

おける地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）

第19条第 2項の規定により国土調査の成果として認証したので、

同条第 4項の規定により次のとおり告示する。

令和 3年 4月20日

高知県知事　濵田　省司

1　調査を行った者の名称

( 1 )  安芸市

( 2 )  南国市

( 3 )  土佐市

( 4 )  安田町

( 5 )  馬路村

( 6 )  いの町

( 7 )  中土佐町

( 8 )  越知町

2　調査を行った地域及び時期

( 1 )  安芸市古井の一部

　　平成29年度及び平成30年度

( 2 )  南国市十市の一部

　　平成30年度及び令和元年度

( 3 )  土佐市宇佐町宇佐の一部

　　平成28年度及び平成29年度

( 4 )  安芸郡安田町安田の一部

　　平成28年度及び平成29年度

( 5 )  安芸郡馬路村馬路の一部

　　平成28年度及び平成29年度

( 6 )  吾川郡いの町中追、小川樅ノ木山、清水上分及び清水下

分の各一部

　　平成30年度及び令和元年度

　　吾川郡いの町越裏門の一部

　　平成29年度及び平成30年度

( 7 )  高岡郡中土佐町久礼の一部

　　平成26年度及び平成27年度

　　高岡郡中土佐町久礼の一部

　　平成28年度から平成30年度まで

　　高岡郡中土佐町久礼の一部

　　平成30年度及び令和元年度

( 8 )  高岡郡越知町鎌井田清助、横畠北及び南ノ川の各一部

　　平成28年度及び平成29年度

3　成果の名称

( 1 )  安芸市地籍図及び地籍簿

( 2 )  南国市地籍図及び地籍簿

( 3 )  土佐市地籍図及び地籍簿

( 4 )  安田町地籍図及び地籍簿

( 5 )  馬路村地籍図及び地籍簿

( 6 )  いの町地籍図及び地籍簿

( 7 )  中土佐町地籍図及び地籍簿

( 8 )  越知町地籍図及び地籍簿

4　認証年月日

令和 3年 4月20日

高知県告示第282号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。 

その関係図面は、令和 3年 4月20日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 3年 4月20日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　小味野々川口

3　道路の区域

高知県告示第283号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。

その関係図面は、令和 3年 4月20日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県安芸土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 3年 4月20日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　安田東洋

3　道路の区域

労 働 委 員 会 告 示

高知県労働委員会告示第 1号

労働委員会規則（昭和24年中央労働委員会規則第 1号）第68条

第 1項の規定により、あっせん員候補者の氏名等を次のとおり告

示する。

令和 3年 4月20日

高知県労働委員会会長　下元　敏晴

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

高岡郡四万十町檜生

原字ヲウコエ293番 〜 85前

9.5

10から

高岡郡四万十町檜生

原字ヲウコエ586番

5まで
〜 85後

30.8

6.6

23.3

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

142
令和 3年 4月20

日

安芸郡馬路村馬路字平野谷

831番29から　　　　　　

安芸郡馬路村馬路字平野谷

838番 1まで

氏名

下元　敏晴

川田　　勲

委嘱年月日

昭和56年 2 月 2 日

平成 6年 3月25日

現職等

弁護士

高知県労働委員会委員（公

益委員）

高知大学名誉教授

高知県労働委員会委員（公

益委員）
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山岡　敏明

藤原　潤子

高林　藍子

久保　　誠

小松　正延

小溝　智子

池澤　研吉

小野川公作

筒井　敬二

西川　敦子

市川　稔道

加藤　　稔

西山　彰一

小笠原光豊

長瀧　正隆

三宮　昌子

平成 6年 3月25日

平成14年 3月18日

令和 2年 3月18日

令和 2年 4月 2日

令和 3年 4月 1日

平成31年 4月 4日

平成26年 7月 3日

平成28年 3月18日

平成28年 3月18日

令和 2年 3月18日

令和 2年 3月18日

平成24年 3月19日

平成26年 3月18日

平成28年 3月18日

平成30年 3月20日

平成30年 3月20日

弁護士

高知県労働委員会委員（公

益委員）

特定社会保険労務士

高知県労働委員会委員（公

益委員）

弁護士

高知県労働委員会委員（公

益委員）

高知県労働委員会事務局長

高知県労働委員会事務局次

長

高知県労働委員会事務局審

査調整員

日本労働組合総連合会高知

県連合会事務局長

高知県労働委員会委員（労

働者委員）

情報産業労働組合連合会高

知県協議会議長代行

高知県労働委員会委員（労

働者委員）

高知県労働組合連合会執行

委員長

高知県労働委員会委員（労

働者委員）

ウイル労働組合中央執行委

員

高知県労働委員会委員（労

働者委員）

日本労働組合総連合会高知

県連合会副事務局長

高知県労働委員会委員（労

働者委員）

株式会社ソフテック代表取

締役社長

高知県労働委員会委員（使

用者委員）

宇治電化学工業株式会社代

表取締役社長

高知県労働委員会委員（使

用者委員）

陽和産業株式会社代表取締

役社長

高知県労働委員会委員（使

用者委員）

高知県経営者協会専務理事

高知県労働委員会委員（使

用者委員）

株式会社高知銀行常務取締

役

高知県労働委員会委員（使

用者委員）
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正 誤

3

正正 誤誤

公報日付 公報番号 種類 ページ
欄

行
正 誤

平 ・４・ 号外 ◎教

育長

訓令

６ 左 各 教 育 機 関 各 県 立 学 校

令３・２・１ 号外５ ◎規

則

１ 左 別記第１号様式の 別記第 号様式
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